
資料３

基本目標１ 　防犯力を高める人づくり

指標等
平成27年度
【参考】

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

防犯意識の高揚
を図り、危険察
知等の防犯力を
高める

市民の防犯意
識啓発

― 5回以上 5回以上 5回以上 5回以上 5回以上 市民生活課

― 28回以上 28回以上 28回以上 28回以上 28回以上 各区区民生活課

1回以上 3回以上 3回以上 3回以上 3回以上 3回以上 市民生活課

― 29回以上 29回以上 29回以上 29回以上 29回以上 各区区民生活課

3

ホームページ、市政だより、消費生活情
報誌等の多様な各種媒体を活用して、ラ
イフステージに応じた効果的な広報・啓
発、情報提供を行い、消費者被害の未然
防止に取り組みます。

広報啓発方法
各種媒体活
用・ＨＰ情報
更新

各種媒体等
活用

各種媒体等
活用

各種媒体等
活用

各種媒体等
活用

各種媒体等
活用

消費生活センター

随時 随時 随時 随時 随時 随時 各区区民生活課

防犯学習機会
の提供

講座実施 55回程度 60回以上 60回以上 60回以上 60回以上 60回以上 市民生活課

仙台市防犯協会連
合会との連携によ
る町内会、老人クラ
ブ等における防犯
講座の実施

講座実施 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 高齢企画課

地域包括支援セン
ターにおける高齢
者対象の防犯講座
の実施

気軽に楽しみながら防犯に関する知識や
技術を習得できるよう、警察等関係機関
と連携し、専門知識を有する講師の派遣
等により防犯講座を実施します。

講座実施 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 障害企画課
障害者、障害者施
設職員対象の防犯
講座の実施

2 イベント等実施回数

実施回数

取り組みの指標

懸垂幕や防犯パネルの掲出、街頭キャン
ペーン等の実施により、防犯意識の高揚
を図ります。

全国地域安全運動仙台市大会を開催す
るなど、防犯思想の普及啓発にかかるイ
ベントを実施します。

「仙台市安全安心街づくり基本計画」における平成28年度～平成32年度の取り組み・指標

備考主な担当課基本的施策 取り組み項目 主な取り組み№

4

1

自転車の盗難など、発生件数の多い身
近に起きる犯罪を防止するための啓発活
動を行います。

5

懸垂幕掲出、防犯パネル掲
出回数

1 基本目標１



指標等
平成27年度
【参考】

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

取り組みの指標

備考主な担当課基本的施策 取り組み項目 主な取り組み№

講座実施 1回程度
各学校
1回以上

各学校
1回以上

各学校
1回以上

各学校
1回以上

各学校
1回以上

教育相談課
各学校における防
犯教室の実施

関係機関等との連携講座実
施

随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催
生涯学習支援セン
ター

各市民センターに
おける防犯講座の
実施

講座実施回数 6回以上 5回以上 5回以上 5回以上 5回以上 5回以上 各区区民生活課

防犯学習機会
の提供

対象別講座実施 50回程度 60回以上 60回以上 60回以上 60回以上 60回以上 市民生活課

仙台市防犯協会連
合会との連携によ
る高齢者等に対す
る防犯講座の実施

対象別講座実施回数 5回以上 5回以上 5回以上 5回以上 5回以上 5回以上 男女共同参画課
中高生等を対象と
したデートDV防止
出前講座の実施

対象別講座実施 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 高齢企画課

地域包括支援セン
ターにおける高齢
者対象の防犯講座
の実施

対象別講座実施 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 障害企画課
障害者、障害者施
設職員対象の防犯
講座の実施

対象別講座実施 1回程度
各学校
1回以上

各学校
1回以上

各学校
1回以上

各学校
1回以上

各学校
1回以上

教育相談課
各学校における防
犯教室の実施

対象別講座実施 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催
生涯学習支援セン
ター

各市民センターに
おける防犯講座の
実施

7

町内会、老人クラブ、ＰＴＡ、社会学級等
の地域団体、小グループや事業者等に
対する出前講座を実施し、消費者被害の
未然防止に取り組みます。

出前講座実施回数 40回以上 40回以上 40回以上 40回以上 40回以上 40回以上 消費生活センター
「くらしのセミナー」
における出前式講
座の実施

安全教育の充実
による規範意識
の向上、非行防
止の取り組み

規範意識の向
上の取り組み

8

子どものうちに社会生活の基本的なルー
ルを身に付けることができるよう、家庭、
学校等における子どもの規範意識の向
上に向けた教育を推進します。

・キャンペーン実施回数
・生徒指導担当者研修会実
施回数

随時

・キャンペー
ン年２回
・研修会
年３回以上

・キャンペー
ン年２回
・研修会
年３回以上

・キャンペー
ン年２回
・研修会
年３回以上

・キャンペー
ン年２回
・研修会
年３回以上

・キャンペー
ン年２回
・研修会
年３回以上

教育相談課

対象とする年代ごとに最も必要な情報を
提供するなど、実態に即した効果的な講
座を実施します。

6

5

2 基本目標１



指標等
平成27年度
【参考】

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

取り組みの指標

備考主な担当課基本的施策 取り組み項目 主な取り組み№

9
市民の規範意識向上のための取り組み
を推進します。

広報・呼びかけ
市政だより等
による広報等

市政だより等
による広報等

市政だより等
による広報等

市政だより等
による広報等

市政だより等
による広報等

市政だより等
による広報等

市民生活課

青少年への指
導・相談

10
学校教育において非行防止の取り組みを
進めます。

生徒指導 随時 随時 随時 随時 随時 随時 教育相談課

11

繁華街、市内全域の中学校区において、
青少年の非行の未然防止や早期発見、
早期の改善につなげる街頭指導を行い、
青少年の健全育成を図ります。

実施回数 ― 700回 700回 700回 700回 700回
子供相談支援セン
ター

非行相談
130件
相談継続

随時 随時 随時 随時 随時
児童相談所
相談指導課

・面接相談
・ヤングテレホン相談
・ヤングメール相談

・面接相談
100件

・ヤングテレ
ホン相談
1,700件

随時 随時 随時 随時 随時
子供相談支援セン
ター

特殊詐欺等の被
害防止のための
取り組み

市民の防犯意識
啓発

―

・各種媒体活
用
・機関紙記事
掲載　2回

・各種媒体活
用
・機関紙記事
掲載　2回

・各種媒体活
用
・機関紙記事
掲載　2回

・各種媒体活
用
・機関紙記事
掲載　2回

・各種媒体活
用
・機関紙記事
掲載　2回

市民生活課

―
各種媒体活

用
各種媒体活

用
各種媒体活

用
各種媒体活

用
各種媒体活

用
各区区民生活課

―
各種媒体等
活用

各種媒体等
活用

各種媒体等
活用

各種媒体等
活用

各種媒体等
活用

消費生活センター

―

・市政だより
年１回以上
・ホームペー
ジ　随時

・市政だより
年１回以上
・ホームペー
ジ　随時

・市政だより
年１回以上
・ホームペー
ジ　随時

・市政だより
年１回以上
・ホームペー
ジ　随時

・市政だより
年１回以上
・ホームペー
ジ　随時

税制課

広報啓発方法

青少年の非行や問題行動等について、
相談を行います。

12

市ホームページ、各種広報誌等において、最
近の手口の傾向や事例、対処法を紹介する
ことなどにより、特殊詐欺被害防止に係る知
識の普及を図ります。

13

3 基本目標１



指標等
平成27年度
【参考】

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

取り組みの指標

備考主な担当課基本的施策 取り組み項目 主な取り組み№

―
各種媒体活

用
各種媒体活

用
各種媒体活

用
各種媒体活

用
各種媒体活

用
保険年金課
各区保険年金課

― 1回以上 1回以上 1回以上 1回以上 1回以上 市民生活課

― 23回以上 23回以上 23回以上 23回以上 23回以上 各区区民生活課

広報啓発方法 ―
各種媒体等
活用

各種媒体等
活用

各種媒体等
活用

各種媒体等
活用

各種媒体等
活用

市民生活課

消費生活パートナー数 ― 30人以上 30人以上 30人以上 30人以上 30人以上 消費生活センター

特殊詐欺被害に
遭わないための
防犯学習機会の
提供

講座実施回数 ― 50回以上 50回以上 50回以上 50回以上 50回以上 市民生活課

仙台市防犯協会連
合会との連携によ
る町内会、老人クラ
ブ等における防犯
講座の実施

講座実施回数 ― 40回以上 40回以上 40回以上 40回以上 40回以上 消費生活センター
「くらしのセミナー」
における出前式講
座の実施

講座実施回数 ― 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 高齢企画課
高齢者対象の防犯
講座の実施

子どもとその家
庭の防犯力の強
化・育成

子どもの安全
対策

17

通学路や日常の遊び場等、どのような場
所で犯罪が起こりやすいか、子どもに理
解させ、犯罪から身を守る力を伸ばすこ
とを目的に「地域安全マップ」づくりの支
援を行います。

「安全安心マップ」作製マ
ニュアルの配布

―
全市立
小学校

全市立
小学校

全市立
小学校

全市立
小学校

全市立
小学校

市民生活課

キャンペーン等実施回数

町内会、老人クラブ等の地域団体、小グルー
プ、事業者等に対する講座を実施し、特殊詐
欺被害の未然防止に取り組みます。

広報啓発方法

14

15

市ホームページ、各種広報誌等において、最
近の手口の傾向や事例、対処法を紹介する
ことなどにより、特殊詐欺被害防止に係る知
識の普及を図ります。

啓発チラシやグッズの配布などの街頭キャン
ペーン等による注意喚起・啓発活動を行うこ
とにより、特殊詐欺被害に対する防犯意識の
高揚を図ります。

16

家族や周りの人が被害に遭わないために、
家庭や地域ぐるみで特殊詐欺被害防止につ
いて考える機会となるよう、子世代や孫世
代、地域に対する呼びかけや周知啓発を行
います。

13

4 基本目標１



指標等
平成27年度
【参考】

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

取り組みの指標

備考主な担当課基本的施策 取り組み項目 主な取り組み№

18

防犯に関する知識を身に付け、危険な場
面に遭遇したときに安全な行動をとれる
よう、子どもの学年に応じた効果的な安
全教育を推進します。

防犯教室
各学校
1回以上

各学校
1回以上

各学校
1回以上

各学校
1回以上

各学校
1回以上

各学校
1回以上

教育相談課

情報モラル教育の年間指導
計画の作成

―
全市立小・
中・中等教育

学校

全市立小・
中・中等教育

学校

全市立小・
中・中等教育

学校

全市立小・
中・中等教育

学校

全市立小・
中・中等教育

学校
教育指導課

家庭向け「情報モラル教育
リーフレット」の配布

―
小学１年生保
護者（9,000

部）

小学１年生保
護者（9,000

部）

小学１年生保
護者（9,000

部）

小学１年生保
護者（9,000

部）

小学１年生保
護者（9,000

部）
教育相談課

ｅ-ネットキャラバンの活動等
に係る案内の配布（周知）

―
全市立
中学校

全市立
中学校

全市立
中学校

全市立
中学校

全市立
中学校

生涯学習課

20
教職員を対象に、子どもの安全確保、犯
罪被害防止等に関する研修を行います。

参加率
（市立学校、幼稚園数）

100% 100% 100% 100% 100% 100% 健康教育課

21
小中学校と特別支援学校の児童生徒を
対象に、防犯ブザーの購入費を補助しま
す。

申請率
（学校数）

100% 100% 100% 100% 100% 100% 健康教育課

保育所、児童館における保
護者へのメール配信等によ
る情報伝達

― 随時 随時 随時 随時 随時
児童クラブ事業推進
室
運営支援課

市立小中学校における保護
者への一斉メール配信によ
る情報伝達

― 随時 随時 随時 随時 随時 教育相談課

幼児・児童・生徒に危険が及ぶ恐れのあ
る不審者等の情報を、適切に保護者に伝
達する連絡体制づくりを促進し、子どもに
不安を与える声かけや、子どもに対する
犯罪を未然に防ぐ取り組みを支援しま
す。

22

子どもがスマートフォン等を安全で正しく
利用するために、フィルタリング設定の徹
底や家庭におけるルール作りの推奨、学
校における情報モラル教育の実施を推進
します。

19

5 基本目標１



指標等
平成27年度
【参考】

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

取り組みの指標

備考主な担当課基本的施策 取り組み項目 主な取り組み№

23

不審者・痴漢・薬物乱用・出会い系サイト
利用等の被害予防に対する啓発活動を
行い、子どもたちの犯罪被害防止に努め
ます。

安全指導 随時
各学校
１回以上

各学校
１回以上

各学校
１回以上

各学校
１回以上

各学校
１回以上

教育相談課

高齢者、女性、
障害者等の防犯
力の向上

高齢者の安全
対策

高齢者向け実施回数 30回程度 40回以上 40回以上 40回以上 40回以上 40回以上 市民生活課

仙台市防犯協会連
合会との連携によ
る高齢者に対する
防犯講座の実施

高齢者向け実施回数 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 高齢企画課

地域包括支援セン
ターにおける高齢
者対象の防犯講座
の実施

25
高齢者が自らの安全を確保することがで
きるよう防犯や安全意識の普及啓発をき
め細やかに行います。

啓発冊子配布数 4,000部 5,500部程度 5,500部程度 5,500部程度 5,500部程度 5,500部程度 市民生活課

26

町内会、老人クラブ等の地域団体、小グ
ループ、事業者等に対する出前講座を実
施し、悪質商法や、消費者被害に関する
学習機会を提供します。

高齢者向け実施回数 20回 20回 20回 20回 20回 20回 消費生活センター
「くらしのセミナー」
における出前式講
座の実施

27
情報が得にくい高齢者等が消費者被害
等に関する情報を容易に入手できるよ
う、効果的な広報・啓発活動を行います。

広報啓発方法
各種媒体活
用・情報更新

各種媒体等
活用

各種媒体等
活用

各種媒体等
活用

各種媒体等
活用

各種媒体等
活用

消費生活センター

28

高齢者に接する機会の多い民生委員児
童委員、介護支援専門員（ケアマネー
ジャー）等に対して、消費者被害とその防
止等についての啓発を行います。

実施回数
30回

（H28年1月末
実績：4回）

５回 ５回 ５回 ５回 ５回 消費生活センター

女性の安全対
策

29
女性に対する防犯意識の普及啓発を図
ります。

啓発冊子等配布 2,000冊 2,500冊 2,500冊 2,500冊 2,500冊 2,500冊 市民生活課

30
女性に対する暴力の根絶や性犯罪の防
止に関する啓発活動を推進します。

啓発研修実施回数 5回以上 5回以上 5回以上 5回以上 5回以上 5回以上 男女共同参画課

24
高齢者を対象とした防犯講座を実施しま
す。

6 基本目標１



指標等
平成27年度
【参考】

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

取り組みの指標

備考主な担当課基本的施策 取り組み項目 主な取り組み№

啓発リーフレット等作成部数

19万部
(H26年度実
績：約15万

部)

15万部 15万部 15万部 15万部 15万部 男女共同参画課

婦人相談件数 随時 随時 随時 随時 随時 随時
子育て支援課
各区家庭健康課

「女性への暴力相談電話」実
施回数

週5回 週5回 週5回 週5回 週5回 週5回 男女共同参画課

女性相談（一般・法律）実施
回数

一般相談
面接週6日
電話週5日
法律相談
週1日

一般相談
面接週6日
電話週5日
法律相談
週1日

一般相談
面接週6日
電話週5日
法律相談
週1日

一般相談
面接週6日
電話週5日
法律相談
週1日

一般相談
面接週6日
電話週5日
法律相談
週1日

一般相談
面接週6日
電話週5日
法律相談
週1日

男女共同参画課

「配偶者暴力防止法」に基づ
く保護命令申立書作成支援
実施回数

随時 随時 随時 随時 随時 随時 男女共同参画課

32
市民活動団体による緊急一時保護施設
（シェルター）や相談事業にかかわる活動
を支援します。

市民活動団体への支援
民間シェル
ター運営等事
業補助金

継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 継続支援 男女共同参画課

33
交際相手からの暴力行為を防ぐため、若
年層への啓発活動を行います。

講座実施回数 5回以上 5回以上 5回以上 5回以上 5回以上 5回以上 男女共同参画課

障害者の安全
対策

34

障害者やその家族、福祉施設の職員を
対象とした防犯講座を開催するとともに、
障害者と接する福祉関係者、ボランティア
等に対して、障害者の犯罪被害防止に係
る知識の普及を図ります。

実施回数 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催 随時開催
市民生活課
障害企画課

障害者、障害者施
設職員対象の防犯
講座の実施

31

仙台市配偶者暴力相談支援センター事
業を実施し、「女性への暴力相談電話」や
各区保健福祉センター等での被害者から
の相談対応など、問題解決に役立つ情報
提供や助言、被害者の立場に立った様々
な支援策を関係機関と連携しながら推進
します。

7 基本目標１



指標等
平成27年度
【参考】

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度

取り組みの指標

備考主な担当課基本的施策 取り組み項目 主な取り組み№

防犯力を高める
ための、多様な
媒体を活用した
情報の発信

犯罪情報、防
犯知識の共有

広報啓発方法
各種媒体活
用・情報更新

各種媒体活
用

各種媒体活
用

各種媒体活
用

各種媒体活
用

各種媒体活
用

市民生活課

各種媒体活
用・情報更新

各種媒体活
用

各種媒体活
用

各種媒体活
用

各種媒体活
用

各種媒体活
用

各区区民生活課

36

犯罪発生情報や犯罪被害に遭わないた
めの防犯情報などを発信する、宮城県警
察の「みやぎセキュリティメール」の周知
を図り、登録を促進します。

広報啓発方法 ―
各種媒体活
用

各種媒体活
用

各種媒体活
用

各種媒体活
用

各種媒体活
用

市民生活課

随時 随時 随時 随時 随時 随時 市民生活課

随時 随時 随時 随時 随時 随時 各区区民生活課

情報発信

35

犯罪の発生状況や防犯に関する知識を
市政だより、市ホームページ、ラジオ等の
各種媒体を活用することにより、積極的
に情報提供します。

37
防犯活動事例の紹介やリーフレット等の
作成配布により、防犯意識の高揚を図り
ます。

広報啓発方法
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